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会議名  教育委員会11月定例会 

開催日  令和６年11月20日（水）午前10時30分～午前10時53分 

開催場所 議会棟５階 第２委員会室 

出席者  髙須教育長、有山教育長職務代理者、中川委員、中澤委員、山口委員、 

中村委員 

事務局等出席者 

藏守教育次長兼教育委員会事務局部長、若林教育監兼総合教育研修センター

所長、下北教育監、中村教育委員会事務局部長、赤堀教育委員会事務局次長

兼教育政策総務課長、山口教育委員会事務局次長兼施設給食課長、山本教育

委員会事務局次長兼中央図書館長兼分館（東図書館・駅前図書館）分館長、 

村井施設給食課課長、大坪施設給食課課長、坂本学務課長、古田教育指導課

長、村瀬総合教育研修センター課長、岡元社会教育推進課長、浦戸教育政策

総務課課長代理兼係長、竹山教育政策総務課係長、池田（教育政策総務課担

当） 

 

○髙須教育長 

  それでは、ただ今から教育委員会11月定例会を始めさせていただきます。 

  本日の署名人は有山教育長職務代理者にお願いいたします。 

  本日の案件は議決事項が２件でございます。 

  それでは、まず、本日の配布資料について確認をいたします。 

  事務局から説明をお願いします。 

  はい、赤堀次長。 

○赤堀教育委員会事務局次長兼教育政策総務課長 

  本日の配付資料を確認いたします。 

  教育委員会定例会の議案書でございます。 

  なお、教育長及び委員の皆様に配付しております議案第34号に関する資料は、個人

情報が含まれておりますので、会議終了後、机上に置いてお帰りください。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  説明は終わりました。 

  それでは、議案書１ページ「10月・11月教育委員会一般事務報告」についてお伺い

いたします。 

  事務局から報告事項はございませんか。 
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  はい、赤堀次長。 

○赤堀教育委員会事務局次長兼教育政策総務課長 

  10月・11月の一般事務報告をいたします。 

  10月29日に学校訪問、10月31日に北河内地区教育委員会委員研修会、本日11月20日

に教育委員懇話会及び教育委員会定例会、引き続き午後に、総合教育会議を開催いた

します。 

  続きまして、教育委員会後援の状況につきましては、10月11日から11月10日までに

継続の後援が４件ございました。 

  １件目は、香里園文化祭実行委員会による、「香里園文化祭2024」、２件目は北河

内地区中学校音楽教育研究会による、「第28回北河内地区中学校連合音楽会」、３件

目は池の里クラブによる、「エンジョイスポーツＤａｙ」、４件目が寝屋川市吹奏楽

団による、「寝屋川市吹奏楽団演奏会パステルコンサート2025」でございます。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の報告に対しまして、御質問はございませんか。 

  ほかに、事務局から報告事項はございませんか。 

  はい、村瀬課長。 

○村瀬総合教育研修センター課長 

  11月の一般事務報告をいたします。 

  資料に記載はございませんが、11月６日から８日まで、校長６名、教頭６名、教員

各校１名の35名、そして、教育委員会事務局６名の計53名で福井視察を行いました。

福井市教委や、小・中学校の取組を視察させていただき、活発な意見交流等をさせて

いただきました。教員、管理職、市教委、それぞれの視点から得た今回の学びを寝屋

川教育の更なる推進に役立ててまいります。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の報告に対しまして、御質問はございませんか。 

  はい、山口委員。 

○山口委員 

  福井視察を通じて得られた学びについてお教えください。 

○髙須教育長 

  はい、村瀬課長。 

○村瀬総合教育研修センター課長 

  福井市は学力が高く、学力につながる取組として、縦のつながりと、横のつながり

を大切にした授業づくりをされていると伺いました。 

縦のつながりというのは、系統性又は連続性を表しております。横のつながりと

いうのは、「人」と「もの」と「こと」をつないで学習を進めていくという取組を
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表しております。このような取組を全校にしっかりと定着させているというところ

が非常に強みであるということを学ばせていただきました。 

  以上でございます。 

○山口委員 

  ありがとうございます。 

○髙須教育長 

  ほかに御質問はございませんか。 

  ほかに、事務局から報告事項はございませんか。 

  では、ないようですので、次に、２ページ「11月・12月教育委員会行事計画書」に

ついてお伺いいたします。 

  事務局から何かございませんか。 

  はい、赤堀次長。 

○赤堀教育委員会事務局次長兼教育政策総務課長 

  11月・12月の行事計画を御説明いたします。 

  まず、11月21日に学校訪問を予定しております。次に、12月３日から12月19日まで

開催されます令和６年12月市議会定例会につきましては、12月５日に文教生活常任委

員会及び予算決算常任委員会（分科会）、12月９日に予算決算常任委員会（全体会）、

12月16日から12月18日に一般質問が予定されております。次に、12月25日に教育委員

懇話会及び教育委員会定例会を予定しております。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の報告に対しまして、御質問はございませんか。 

  ほかに、事務局から報告事項はございませんか。 

  はい、村瀬課長。 

○村瀬総合教育研修センター課長 

  12月の行事予定について御説明いたします。 

  12月24日の午後１時45分よりＤ－１グランプリ2024（ディベートマッチ）を行いま

す。市立全小中学校が参加した予選会を勝ち抜いた小中各６校が、小学生は市民会館

で、中学生はアルカスホールにて対戦いたします。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の報告に対しまして、御質問はございませんか。 

  はい。中川委員。 

○中川委員 

  Ｄ－１グランプリ当日について、後日動画等を作成されると思いますが、当日会場

に来ることができない保護者の方がインターネットを通して参観できるといった何か

保護者に向けた御案内があれば教えてください。 
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○髙須教育長 

  はい、村瀬課長。 

○村瀬総合教育研修センター課長 

  当日、リアルタイムで保護者の皆様に配信するということは、出場する児童・生徒

の個人情報等の関係もありますので、現在は行っておりませんが、録画の提供等は今

後しっかり検討してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○中川委員 

  ありがとうございます。 

○髙須教育長 

  ほかに御質問はございませんか。 

  ほかに事務局から報告事項はございませんか。 

  ないようですので、「11月・12月の教育委員会行事計画書」については予定どおり

よろしくお願いいたします。 

  次に、３ページでございます。 

  議案第34号「職員の分限処分について」を議題といたします。 

  はい、赤堀次長。 

○赤堀教育委員会事務局次長兼教育政策総務課長 

  ただ今御上程いただきました、議案第34号「職員の分限処分について」、寝屋川市

教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第２条第６号の規定により、別

紙のとおり分限処分を行うことについて、教育委員会の議決を求めるものでございま

す。 

  次ページを御覧ください。 

  本職員は社会教育推進課の職員で、病気療養のため休業を要する旨の診断書が提出

され、令和６年11月30日から令和７年１月29日までの休職発令を行うものでございま

す。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の説明に対しまして、御意見、御質問はございませんか。 

  ないようですので、お諮りいたします。 

  議案第34号「職員の分限処分について」を原案どおり議決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○髙須教育長 

  御異議なしと認めます。 

  よって本案は原案どおり議決いたします。 

  では、次に５ページでございます。 
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  議案第35号「市長の権限に属する事務の補助執行について」を議題といたします。 

  はい、赤堀次長。 

○赤堀教育委員会事務局次長兼教育政策総務課長 

  ただ今御上程いただきました、議案第35号「市長の権限に属する事務の補助執行に

ついて」、市長から寝屋川市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改

正に当たり、寝屋川市立市民ギャラリーに関する事務について削除する旨の協議があ

ったため、教育委員会の議決を求めるものでございます。 

  内容につきましては、８ページの新旧対照表を御覧ください。 

  令和６年12月31日をもって寝屋川市駅前図書館に併設する寝屋川市立市民ギャラリ

ーが閉館することに伴い、第２条第２項第４号に規定しております市民ギャラリーの

管理に関する事務について、寝屋川市立中央図書館の職員が補助執行する条文を削除

し、令和７年１月１日から適用するものでございます。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の説明に対しまして、御意見、御質問はございませんか。 

  ないようですので、お諮りいたします。 

  議案第35号「市長の権限に属する事務の補助執行について」を原案どおり議決する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○髙須教育長 

  御異議なしと認めます。 

  よって本案は、原案どおり議決いたします。 

  以上で予定の案件は全て終了いたしました。 

  このほかに、事務局から報告事項があればお願いいたします。 

  では、ないようですので、これをもちまして教育委員会11月定例会を終了させてい

ただきます。 

 


